第５期藤井寺市地域福祉計画（素案）に対するパブリックコメント実施結果
「第４期藤井寺市地域福祉計画」の計画期間が今年度をもって終了することから、後継計画を策定するにあたり、検討途中の素案に対するパブリックコメントを募集しましたので、その結果と提出された意見に対する市の考え方を公表いたします。

· 意見募集期間
令和８年１月９日～令和８年１月３０日

· 提出方法及び意見件数
メール１件　持参５件　　合計６件

○ 意見の概要と市の考え方
	番号
	指摘箇所
	意見の内容
	市の考え方

	１
	第２章
	グラフの下の部分などに凡例が記載されているが、凡例が小さく、わかりづらい。
	ご意見のとおり、凡例が小さく、グラフのどの部分を指しているのかわかりづらくなっていましたので、修正いたします。

	２
	第３章
重点施策２
	包括的な支援体制の整備は市町村の努力義務となっており、その手段の一つとして、重層的支援体制整備事業を任意で行うことができるとなっているが、藤井寺市ではその進捗状況はどうなっているのか。市民に分かりやすい情報提供の機会を増やしていただきたい。
地域福祉計画は、高齢、障害それぞれの福祉計画の上位計画にあたるため、各分野を越えた共通の課題や取り組み等、藤井寺市での包括的な支援体制について、本計画でより具体的で市民にも分かりやすい内容を示してほしい。
	　本市における包括的な支援体制及び重層的支援体制整備事業のあり方につきましては、昨年１２月に検討委員会を設置し、検討を始めたところです。支援体制の方向性や実施事業の内容が決まり次第、地域福祉計画に記載するとともに、周知を行います。

	３
	第３章
重点施策２
	藤井寺市いきいき長寿プランの中で、「地域包括ケアシステムの深化や強化」に向けた取り組みが挙げられている。一方で障害福祉計画の中で、「地域共生社会の実現に向けた取り組み」や、精神障害分野でも「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」について挙げられている。それぞれの福祉計画は性質が異なるもので、地域では各分野の専門機関が話し合う場が設けられているが、「地域共生社会の実現」については共通する部分であることや、障害者分野でも今後一層高齢化が進んでいくことから、各分野が縦割りの対応ではなく、重なる部分について横断的に協議していき、藤井寺市での包括支援体制を構築できるように進めていく動きがあればいいのではないか。
	異なる分野間の連携が今後ますます重要となってくることから、いただきました意見を参考にしながら、本市における包括的な支援体制のあり方について検討してまいります。

	４
	第３章
重点施策４
	民生委員児童委員の担い手の確保策として、民生委員児童委員の認知度の向上が挙げられているが、既に民生委員児童委員として活動されている人が活動を続けることができるような環境の整備も必要ではないか。
	民生委員の担い手を増やすためには、新規の担い手を確保するとともに、既に活動しておられる方に継続して活動していただくことが重要であると認識しております。現状では、民生委員活動の負担軽減のため、研修や交流会を通じて民生委員同士の横のつながりを強化するとともに、国に対し、事務負担の軽減等を要望しております。引き続き、民生委員の担い手確保に向けて、どういった手法が有効か検討してまいります。

	５
	第４章
基本目標２
基本施策１
	「集まる場の提供」「集まる場の開催」という施策名が施策内容と少しずれているように感じる。
	　ご意見のとおり、施策名から施策内容がイメージしにくい名称となっていましたので、修正いたします。

	６
	第４章
基本目標２
基本施策３
	行政の取組施策の「サービスの質の向上」において、「障害者支援会議の相談支援部会を開催し」となっているが、開催しているのは基幹相談支援センターなので、開催ではなく通じてと記載するべきではないか。
	　ご意見のとおり、修正いたします。


